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生涯現役地域づくり環境整備事業の概要

○地域の課題・実情を解決するための事業構想を協議会自らが策定
○提案された事業構想の中から、特に事業効果が高いと評価されるものをコンテスト方式で選抜
【実施期間】３年度以内【採択協議会】各年度５協議会
【実施規模】一の市区町村：各年度3,000万円 複数の市区町村：各年度4,000万円 都道府県：各年度5,000万円

【実施主体】高年齢者雇用安定法第35条第１項に規定する協議会
【支援対象】55歳以上の高年齢者、地域内企業 等【実施中箇所数】６協議会（R８.７現在）
○併せて、協議会へ伴走型支援を行うとともに、取組や成果を他地域に波及させるため、
「生涯現役地域づくり普及促進事業」を実施

２ 事業の概要

地域のニーズを踏まえた高年齢者の多様な雇
用・就業機会を創出すると共に、地域におけ
る高年齢者等の雇用・就業支援の取組を持続
可能にするモデルを構築し、他地域への展
開・普及を図ることを支援する。

１ 事業の目的

民間等からの資金調達等の取組
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支援メニューの実施
○高年齢者向け再就職セミナー
○勤務時間等によるミスマッチ企業に
おける高年齢者採用支援

○高年齢者向けの仕事の切り出し支援
○総合相談窓口の設置 等

全国の
地方公共団体へ

モデル展開

○取組賛同企業等からの寄付
○委託事業とは別の収益事業の実施
○企業等からの出向 等

（事業終了後）

協議会の自走事業実施（３年度以内）

３ 事業のスキーム・実施主体等

協議会

地域で形成されている既存のプラットフォーム機能等
を基盤として、または新規組織体として設置

地域の経済団体

社会福祉協議会

シルバー人材センター

労働者協同組合 等

地方公共団体
（都道府県、市区町村）

金融機関

【協議会に対する支援】
○相談・助言 ○好事例収集・展開
〇質的評価に基づく報告・分析
○有識者委員会の開催 等

民間企業等

生涯現役地域づくり普及促進事業

【未実施地域への展開・普及等】
○モデル事例の構築
○情報交換会の開催 等

事例収集
・相談等

厚生労働省

シ
ン
ク
タ
ン
ク
の
活
用
可

雇用・就業機会
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令和８年度予算額 342,376（437,122）千円
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事業の目的

⚫ 民間資金など幅広い財源を調達し、地域福祉や地方創生等において形成された地域の既存プラットフォーム機能に就労支援の機
能を付加する仕組みを実証的に実施することで、以下の成果を実現することを目的とする。

「生涯現役社会」の構築による地域社会の持続

1
⚫高年齢者をはじめとする地域住民の多様な就労ニーズに応える「生涯現役社会」を構築し、生産年齢人口の減少
に直面する地域社会の持続につなげること

地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施にかかる課題の抽出

2
⚫各地域における実証を通じて、既に地域で展開されている地域福祉・地方創生・農山村等の地域活性化などの取
組と高年齢者等への就労支援の取組を一体的に実施する仕組みを構築する効果および実装に伴う課題を抽出す
ること

他地域への普及に必要な環境整備に関する政策上の知見の収集

3
⚫各地域の実証に基づいて、民間等からの資金調達および地域福祉・地方創生等と就労支援の一体的実施の普
及のために必要な環境整備について、今後の政策立案に向けた示唆を得ること
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事業の射程
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⚫ 高年齢者等の多様なニーズに応えるとともに、地域福祉や地方創生等の分野の取組と円滑に連携できることが必要であることを踏ま
え、環境整備事業の射程は以下のとおりである。

【想定される協議会等の例】
➢ 重層的支援体制整備事業実施計画検討のための協議会
➢ 地域福祉計画検討のための協議会
➢ 生涯活躍のまち事業計画検討等のための推進協議会（地域再生
協議会）

➢ 農山村活性化における地域協議会
➢ その他の自治体事業や民間主体の活動(例:協同労働)等により組
織される協議会組織 等

【協議会の一体的な設置方法の一例】
➢ 基盤となる協議会等に、環境整備事業を効果的に実施する上で
必要なメンバーを追加する

➢ 基盤となる協議会等に、雇用・就業支援に重点を置いた部会を新
設する 等

1. 支援対象者の拡張 2. 多様な就業形態の創出

3. 自治体事業等との一体的な実施
• 地域において、地域福祉や地方創生など地域づくりを目指す地方自治体の事業や民間中心の取組で構築された、協議会等のプラット
フォーム機能を基盤として、既存の協議会等を高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会として正式に位置付けることが必要
（地方公共団体は協議会の必須の構成員）。

• 55歳以上の高年齢者を対象に含むことは必須。

• その上で、地域の実情に応じて柔軟に、高年齢者以
外も対象であることを明確にして事業を行うことも可
能。

• 地域において創出する就業形態の一類型として企業
による雇用を想定することは必須。

• その上で、地域の実情に応じて柔軟に、企業における
雇用以外の多様な就業機会（シルバー人材セン
ターなどでの請負委託、有償・無償のボランティアな
ど）の創出に取り組むことが可能。

• 各地域の取組においても、協議会機能の再編や効率的な事業運営に取り組むことで、自治体事業等の機能と雇用・就業支援の機能
の相乗効果を生むことを目指す。

• 上記の他、高齢者施策に取り組む組織体として、新たに高年齢者雇用安定法第35条第１項に定める協議会を設立することも認められる
ものの、この場合であっても、地域における地域福祉や地方創生分野等との相乗効果を生む仕組みは十分検討する必要があること。



事業の内容

⚫ それぞれの協議会では以下の事業内容を共通して実施し、地域の実情や高年齢者等の多様なニーズに応じ、創意工夫を活かした
独自性のある取組を実施。
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高年齢者等の多様な就労ニーズ

⚫雇用

⚫ シルバー人材センター等の就業（臨・短・軽）

⚫社会貢献事業（有償）への従事

⚫ ボランティア（無償）

⚫起業 等

自治体事業等の取組（一例）

⚫ 重層的支援体制整備事業

⚫ 地方創生（生涯活躍のまち事業）

⚫ 農村型地域運営組織形成推進事業・
    農山漁村振興交付金事業

⚫ 自治体の独自予算事業

⚫ 民間主体が中心に実施される事業
（例：協同労働） 等

協議会における事業内容

１.多様な雇用・就業の促進 ２.民間等からの資金調達 ３.事業プロセスの評価

⚫ 地域の既存プラットフォーム機能の基盤の上に、
高年齢者等への雇用・就業支援の機能を強化
するという枠組みを試行し、効果的な事業モデル
を構築する

⚫ 事業終了後も各地域における取組を持続させ
るため、試行的に、民間等からの資金調達に取
り組む

⚫ 事業内容の深化や取組の拡張など、事業を実
施する中で生じる質的目標の項目の変化に関
する情報や資料を提供する

※ 厚生労働省が別途実施する生涯現役地域づくり普及促進事業
（委託事業）に、各協議会が協力する中で実施するもの    

【想定される事業の例】
➢ 地域の多様な関係者相互のネットワークの構築
➢ 事業主や高年齢者等への支援
➢ 高年齢者等のニーズと地域の雇用・就業の機会との
マッチング支援 等

【想定される民間資金等の調達例】
➢ 企業等から協議会への寄附
➢ 協賛企業や取組に賛同する個人等からの会費
➢ 企業等からの人材（マッチング支援など）の出向
➢ 協議会活動の一環として実施する事業活動から得
た収益（地域食堂の利益など）

➢ 自治体事業の支出見直しにより生じた財源の充当
➢ 地方公共団体あての寄附金（ふるさと納税・企業
版ふるさと納税など） 等

【質的目標の項目】
➢ 高年齢者等の多様な雇用・就業促進の取組
➢ プラットフォームの拡張・深化
➢ 民間資金調達等の取組
➢ 事業終了後の体制整備

既存協議会等の取組

地域社会・経済の持続

就労支援機能
ADD ON



民間等からの資金調達に関する取扱い

5

民間等からの資金調達に関する取扱い
⚫ 活動の成果として調達された資金は、環境整備事業終了後も国へ返還することを要しない。
⚫ 調達された民間等からの資金は、地域における高年齢者等の雇用・就業を促進する目的で行われる活動（収益が生じるものを含む）に充当可能。
⚫ 委託費は、予め計上された経費に限り支出できるが、委託費から人件費が支出されている支援員等が資金調達のために活動することは委託費の目的
の範囲として認める。なお、国からの委託費を受け入れるための口座と民間資金等を受け入れるための口座は別に管理する。また、民間資金等の調達業
務として想定されることは、予め想定できる範囲で事業構想及び地域計画に記載する。

国

国からの委託事業の実施
(財源：国からの委託費)

協議会構成員
(民間事業者等)

協議会構成員
（自治体等）

協議会活動賛同者
（民間事業者等）

協議会組織

寄附等の受入
(協議会財産) 収益事業の実施

(財源：協議会財産)

・民間事業者
・消費者 等

【 資金調達の例 】

・人材提供

・寄付

・会費 等

・自治体事業の収益

・自治体予算の確保

・自治体予算の使途の再整理 等

※１ 雇用・就業者数の確保等のための必要経費を計上することが可能。当該経費を用いた収益事業は実施できない。
※２ 支援員等が資金調達のために活動する人件費については予め必要経費として計上可能。その他の必要経費は、民間等から調達された資金から支出する。

⚫民間等からの資金調達は、「委託事業終了後も各地域での取組を持続させる」という環境整備事業の目的を達成するための活動
であることを踏まえ、活動の成果として調達された資金に関して、独自の取扱いを定める。

高年齢者等の雇用・就業機会の確保及び
民間等からの資金調達に必要な経費の支
払い（※1･2）

委託費
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け
等
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等
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出
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